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都市の水を集める下水道の意義 

 
 

これまでの下水道の基本的機能 

 

改めて評価すべき事項 

○ 環境負荷削減の観点からの評価（身近な生活環境への影響、公共用水域の水質保全、特に上流部湖沼や下流部海
域における水質保全、地下水への影響） 

○ 水と物質を集めることによって生じる可能性（循環型社会への貢献） 

○ きれいな水は集めない下水道とまちづくり 
※松尾委員長 下水道事業促進議員連盟政策勉強会(2007.3.13)使用資料 

 下水道施設のストック増大に伴い、生活用水量の８割
を超える汚水が下水処理場に集められている。同時に、
汚水に付随して、有機物、りん等の有価物や熱も下水
処理場に集められている。 

これからの下水道 

   都市の汚水を「集めて」、「排除・処理」し、 
公衆衛生と生活環境の向上に寄与 

○ 豪雨時の雨水や汚れた雨水は集めて排除・処理 

○ きれいな雨水は集めず地下浸透、あるいは貯留、
循環利用 

○ 「集めて」処理した水を資源として循環利用 

○ 集めた有機物、有価物や熱は、資源・エネルギーとして
循環利用 

    都市の雨水を「集めて」、速やかに「排除」し、 
都市の健全な発達に寄与 

汚水 雨水 

汚水 雨水 

 雨水の全量を集めて排除することを基本としてきたが、
都市化による雨水の流出の増大や豪雨の頻発により、
内水氾濫のリスクが増大。 

 
 
 
 

 地域の持続的発展を支えるため、「排除・処理」の静脈機能から、水や資源を「活用・再生」する
動脈機能を併せ持つ、循環型社会の社会基盤へ転換 



2 

雨水の排除から活用への転換 

 雨水を集めて排除するだけではなく、貯留浸透等、年間を通じて雨が持つ多様性を活かした雨を集め
ない下水道も視野に入れ、必要に応じて他の関係部局と連携し、雨水の排除から活用への政策を転換し、
雨を管理する役割を果たす。 

【平常時】都市の水循環系の健全化【雨天時】安全・安心で雨に強いまちづくり

雨水の速やかな排除

都市化の進展
超過降雨の増加

雨水の排除

貯留

浸透
＋

自助、ソフト対策

《浸水安全度の向上》

《減災対策》

貯留

雨水利用の推進
・修景用水
・雑用水
・防火用水

地域の水路保全活動

地域の自主防災組織
との連携

浸透

雨水の地下浸透
・地下水涵養
・湧水の復活
・平常時河川

流量の回復 河川環境保全活動

湧水モニタリング

地域が一体となった
浸透ますの設置ソフト・ハード

の総合化

ソフト・ハード
の総合化

住民参画
重視

事業目的、施設機能
の複合化・総合化

従来の雨水排除を目指
した施設対応の限界

地域にとって最も望ましい
雨水活用の計画

・関係行政機関
・地域住民、ＮＰＯ

【平常時】都市の水循環系の健全化【雨天時】安全・安心で雨に強いまちづくり

雨水の速やかな排除

都市化の進展
超過降雨の増加

雨水の排除

貯留

浸透
＋

自助、ソフト対策

《浸水安全度の向上》

《減災対策》

貯留

雨水利用の推進
・修景用水
・雑用水
・防火用水

地域の水路保全活動

地域の自主防災組織
との連携

浸透

雨水の地下浸透
・地下水涵養
・湧水の復活
・平常時河川

流量の回復 河川環境保全活動

湧水モニタリング

地域が一体となった
浸透ますの設置ソフト・ハード

の総合化

ソフト・ハード
の総合化

住民参画
重視

事業目的、施設機能
の複合化・総合化

従来の雨水排除を目指
した施設対応の限界

地域にとって最も望ましい
雨水活用の計画

・関係行政機関
・地域住民、ＮＰＯ
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雨に強いまちづくり 

各戸浸透施設 

 地域の関係者が一体となって「雨に強いまちづくり」を実現するため、「雨に強いまちづくり計画」を策定
し、 「雨水を流す（集める･排除する）」から、「雨水を貯める、浸み込ませる（集めない･排除しない）」施策
を付加した 対策へと転換。 

※雨水の貯留浸透は、健全な水循環への 
  改善、ヒートアイランド対策、地域の防災 
   力向上等にも貢献 

☆関係機関、地域住民、NPO団体、民間企業等が参加する協議会を設置し、「雨に強いまちづくり計画」を策定す
る仕組みを構築 
☆NPO団体等による雨に強いまちづくり協議会が実施する計画づくりへの支援や関連施設整備・管理への支援 

☆各主体が雨水の流出を促進した「原因者」であるとの認識に立って、地域一体となって雨水の貯留浸透を推進 
 ・下水道施設における貯留浸透の強化 
  大規模貯留管、調整池等の整備、浸透施設の整備など、雨水を集めない・排除しない下水道整備を推進 

 ・公共施設における貯留浸透施設の率先的整備 
  道路、街路、公園、官庁施設、学校等の公共施設においては貯留浸透施設を率先して整備 

 ・家庭等における貯留浸透施設の設置 
  雨水を排除しない排水設備の明確化など宅地等における貯留浸透施設の設置を促進する制度の検討  

校庭貯留（表面） 
空隙貯留（砕石） 駐車場貯留 

調整池 
多目的貯留 

各戸貯留・浸透 

屋上貯留 

棟間貯留 

公園貯留（表面） 

地下貯留 

多自然型調整池 
透水性インターロッキング 
ブロック舗装 

透水性舗装 
（生活道路） 透水性側溝 

浸透性雨水ます 

緑地・裸地の確保 

透水性 
平板舗装 

透水性 
植栽ます 

道路 
浸透ます 

浸透トレンチ 
貯留管 

公園 

学校 

道路 

官庁施設 

各戸 

下水道 

地域全体で取り組む貯留浸透のイメージ 

民間 
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流域管理の視点に立った広域対策 

・浸水被害が著しく、複数の都府県又は市町村にまたがる都市河川流域においては、国・地方公共団体 
  が一体となって、公平かつ効率的な浸水対策を検討する協議調整の場を設置。 
・この協議調整を踏まえ、流域の視点に立った広域的な浸水対策計画を作成し、対策を推進。 

Ａ市 

Ｂ市 

雨水管きょ(公共) 

河川 

小水路 

Ｃ市 貯留浸透 
施設 

上流のA市において雨水流出を抑制するため貯留浸透施設を整備し、また、広域的な雨水排除整備を行うことに 
より、下流のB市、C市の浸水被害を解消（上下流一体的にとらえた流出抑制対策の実施） 
（広域的な雨水排除は都道府県が実施することも検討） 

各市が個々に雨水対策を実施 広域的な雨水対策を実施 

Ａ市 

Ｂ市 

河川 

小水路 

Ｃ市 貯留浸透 
施設 

貯留浸透 
施設 

貯留浸透 
施設 

貯留浸透 
施設 

広域的な 
下水道 

上流からの雨水
流出の影響を受
け、頻繁に溢水 

放流先が確保で
きないため浸水 

都市化の進展に
より改修が困難 

下水管の排除能力
不足による浸水 

広域的な幹線
により排除 

上流部は貯留浸透
により小水路への
流出を抑制 
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•下水道が有する汚泥、下水熱等を資源・エネルギーとして活用・再生する循環システムへの転換を推進。 
•資源・エネルギー利用分野における民間の有する技術的、経営的ノウハウの積極的な活用を推進。 
•具体的には、地方公共団体における厳しい財政状況を踏まえて、資源利用に関する計画に位置づけられ
た、PFI事業者等に対する支援の拡充を検討中。 

民間ノウハウの活用による資源・エネルギー循環の推進 

【現状のイメージ】 

地
方
公
共
団
体 

ＰＦＩ事業者 
 
バイオガス発電設
備の建設・運営 

 電力の供給 

対価 

バイオガスの供給 

国 

地
方
公
共
団
体 

ＰＦＩ事業者等 
 
炭化炉施設の建
設・（所有しつつ）
運営 

 

下水汚泥の供給 

国 

ＰＦＩ事業者に対する直接的
な財政支援について検討中 

付帯設備の 
建設・所有・ 
管理 

下水道事業 下水道事業 

【新しいイメージ】 

バイオガス発電設備 
の建設費に対し補助 

民間会社 

炭
化
汚
泥
の
供
給 

対
価 

運営後に移管 

建設後に移管 

 運営を委託  

・手続きの煩雑さ 
・運営時の民間側の限られた裁量範囲 
・各種リスク予測の困難さ  等 

課 題 



6 未普及解消の整備手法の検討 

＜重点地区＞ 
 市街化区域や水質保全上重要な地域等において、市町村が策定する「未普及解消10箇年計画（仮）」に対して、重点的に支援。 

【これまでの汚水処理計画】 【新たな汚水処理計画】

Ｔ

整備済区域

現行の下水道計画区域

Ｔ

下水道整備予定区域

農業集落排水施設

Ｔ

農業集落排水施設

Ｔ

Ｔ

農業集落排水
施設の処理区
域の拡大

市街化が進んでおり、
既整備区域の拡充と
して整備

既整備区域
Ｔ

ＩＴ技術を活用し、処理場にお
いて遠隔制御、遠隔監視

農業集落排水施設と下水道
の連携強化

移動脱水車の活用

合
併
処
理
浄
化
槽
等
に
よ
り
整
備

新たに合併処理浄
化槽等により整備分散処理区

Ｔ

農業集落排水施設や合併処
理浄化槽から発生した汚泥を
下水汚泥と一体的に処理

「役
割
分
担
」か
ら
「連
携
」へ

し尿やごみも含め汚泥を一体的に処理

【これまでの汚水処理計画】 【新たな汚水処理計画】

Ｔ

整備済区域

現行の下水道計画区域

Ｔ

下水道整備予定区域

農業集落排水施設

Ｔ

農業集落排水施設

Ｔ

Ｔ

農業集落排水
施設の処理区
域の拡大

市街化が進んでおり、
既整備区域の拡充と
して整備

既整備区域
Ｔ

ＩＴ技術を活用し、処理場にお
いて遠隔制御、遠隔監視

農業集落排水施設と下水道
の連携強化

移動脱水車の活用

合
併
処
理
浄
化
槽
等
に
よ
り
整
備

新たに合併処理浄
化槽等により整備分散処理区

Ｔ

農業集落排水施設や合併処
理浄化槽から発生した汚泥を
下水汚泥と一体的に処理

「役
割
分
担
」か
ら
「連
携
」へ

し尿やごみも含め汚泥を一体的に処理

計画水量300ｍ3/日の場合

流量
調整槽 無酸素槽 好気槽

計画水量200ｍ3/日の場合

流量
調整槽 好気槽無酸素槽

人口減少に
対応

他に転用

計画水量300ｍ3/日の場合

流量
調整槽 無酸素槽 好気槽

計画水量300ｍ3/日の場合

流量
調整槽 無酸素槽 好気槽

計画水量200ｍ3/日の場合

流量
調整槽 好気槽無酸素槽

人口減少に
対応

他に転用

＜プレハブ式膜分離活性汚泥法の採用＞ 
※工場生産した規格ユニットを必要規模に応じて配置するもの。 

計画水量300ｍ3/日の場合 
（処理人口約1,000人） 

計画水量200ｍ3/日の場合 
（処理人口約650人） 

「市町村最適汚水処理計画(仮)」の策定 

社会実験による新たな整備手法の積極的な導入 ＜重点地区以外の地区＞ 
 地域の裁量性を高めつつ汚水処理の普及を促進。 

①他の汚水処理施設との連携強化の促進 

・人口減少等を踏まえた計画区域の見直し 

・既存施設の活用や統廃合も含めた関連事業の積極的な連携
施策の導入 

 を反映させた「市町村最適汚水処理計画（仮）｣の策定 

②社会実験による新たな整備手法の積極的導入 

  従来の技術基準にとらわれず、地域の実情に応じた低コスト
の新たな整備手法の積極的な導入。 



7 住民参加による汚水処理計画の策定 
• 住民参画のもと、汚水処理計画について、住民と目標を共有するとともに、合意形成プロセスを確立。 

• このことは、排水設備の設置、使用料の支払い、下水道計画区域外における合併処理浄化槽の設置・管理
などの住民の責務の認識向上に寄与。 

＜汚水処理計画策定のフロー（案）＞ 

汚水処理に関する情報提供 

意見聴取、集約 

住 

民 

等 

・各汚水処理施設の特性及び役割、周辺の生活環境･公共用水域の水質の現況、現行の汚水処理計画 
 
・住民の責務 
 

・見直し計画 
 （たたき台）    

・見直しにあたり、予め前広に意見を聴取 

必要に応じて懇談会等を設置し、意見を聴取。 

※汚水処理計画の内容 
 ・各汚水処理施設の整備予定区域、整備予定時期 
 ・広域的な管理手法 
 ・早期概成を図るべき区域における「未普及解消１０ヶ年計画（仮）」 
 ・使用料(個人負担)の設定 
 ・トータルコスト及びその財源（一般会計からの繰入れ）        等 

汚水処理計画のとりまとめ 

市報、Webなどにより広範な情報提供を行いつつ町内会

等の会合を通じて対話形式の情報提供に努める。 

上記の情報提供の機会を通じて意見聴取を行うとともに、
Web、FAXなどを活用し広く意見を受付。 

市報、Web、パンフレットなどにより広範な情報提供を行い

つつ町内会等の会合を通じて徹底した情報提供に努める。 汚水処理計画の公表 

  排水設備の設置、使用料（個人負担）、油を流さないなど施設の適正な使用、 
   下水道計画区域外における合併処理浄化槽の設置・管理                など 

各汚水処理施設の整備予定区域、整備予定時期、使用料(個人負担)の見直し、 
トータルコスト及びその財源（一般会計からの繰入れ）           など  



8 「新たな事業計画」への見直し 

•  下水道法に基づく事業計画（５～７年間）を、整備を中心とした計画から、新規整備、維持管理、改築更新ま
でを一体的にとらえた「新たな事業計画」とする。 

•  計画的な管理の実現を担保するため、事業計画とあわせて経営計画を策定。また、下水道経営の担い手で
ある住民の理解を得るため、計画策定段階から幅広く情報を提供し、事業計画にあわせ、経営計画も公表。 

•  管路施設について、供用期間にわたって必要な機能を満足するよう、新たに維持管理基準を策定。 

新たな事業計画 

事業実施 

モニタリング 

計 画 的 な 管 理 の イ メ ー ジ 

住
民
の
意
見
聴
取
、
公
表 

 

○下水道事業計画に定める事項（下水道法第５条） 
・予定処理区域 
・主要な施設の配置、構造、能力 
・工事の着手及び完成の予定年月日   等 

現行の事業計画 

 

○新たな事業計画に定める事項 
・予定処理区域 
・施設の設置及び改築に関する計画 
 （整備目標（目標降雨・放流水質）） 
 （施設ごとにその配置、構造、能力及び設置・改築の別を明記） 
・施設の維持管理に関する計画 
 （施設の点検・調査・修繕・運転   等） 
・設置・改築に係る工事の着手及び完成の予定年月日 等 

新たな事業計画 

 

  事業計画とあわせて、策定 
・事業の収支の概算 
・経営健全化の取組 
・経営指標の改善目標 

経営計画 

 認可基準（各項目の考慮状況、基準適 
 合性等） 
  ・地域の降水量、人口、土地利用 
  ・放流先の状況 
  ・構造基準 
  ・維持管理基準  等        

整備・維持管理に関する指標（PI）を活用 

中長期的な計画 

 中長期的な整備目標、基本方針  



9 整備・管理の広域化 

•  下水道事業に関して、執行体制の確保、技術基盤の確立、整備・管理の効率化による経営基盤の強化等の
観点から、整備段階はもとより、維持管理段階においても広域化を進めることが重要。 

•  国は、広域化に必要なネットワーク施設の整備を支援するとともに、例えば不要となる施設の撤去に要する
経費についても支援するなど広域化推進のための強いインセンティブを与える支援制度を検討。 

•  市町村の境界を越えた広域化への取組が円滑に進むよう、都道府県が主体となって広域化・共同化のため
の計画を策定する。 

•  地域の実情に適した多様な広域化・共同化のあり方について検討を進める。 

＜整備・管理の広域化のイメージ＞ 
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